
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西神戸YMCA 

After School 
2026高学年放課後子どもクラブ 

ワイっ子クラブ 要項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCAの 3つのVALUE 

ワイっ子クラブとは 

YMCA 高学年放課後クラブ「ワイっ子クラブ」では、高学年の子どもたちの心身の成長に合わせた活動がで

きるよう配慮し、プログラムを展開しています。子どもたちが活動に主体的に参画することを重要視し、自

分たちで考え、決めたことに挑戦する。その結果を受け止めて、評価して、再び挑戦する。この PDCA サイ

クルを仲間と一緒に繰り返すことで、お互いの違いを認め合い、尊重し合える心を育んでいきます。 

ワイっ子クラブは、子どもたちが自ら育ち、自律していく場を目指しています。 

 

「YMCA」とは 

YMCAは、正式名称を“Young Men’s Christian Association”（キリスト教青年会）といい、1844年に

イギリスのロンドンでジョージ・ウィリアムズら12名の青年が、産業革命の進む中で荒廃しつつあった

都市勤労青少年の生活を改善しようと組織した、有志会員による運動体です。 

以来、YMCAはキリスト教信仰に基づき、青少年の精神・知性・肉体の調和ある健全な人格形成を助

け、社会と隣人に奉仕し、民主的社会の発展に寄与することを目的として活動を展開する、国際的な青

少年教育団体です。現在では世界120の国と地域で活動を展開する民間の非営利公益法人です。 

 

神戸YMCA学園都市会館 

みつかる ～ENCOUNTER～ 
（安心･安全･心の居場所） 

異年齢保育、幅広い年齢や性別、

価値観を持ったスタッフ、ボラン

ティアや地域の方々など、多様な

関わりの中で、そこにいる子ども

たちのみならず、関わる全ての

人々が「尊敬心」「誠実さ」「思い

やり」「責任感」を実感し全人的成

長をしていくことを目指します。 

よくなる ～TRANSFORM～ 
（様々な教育的価値にふれる、発見、体験） 

YMCAには、多様性を認めつつも、

みんながよくなるようにと励む

様々な指導者がいます。一人ひと

りの成長が、グループの成長へと

つながる。子どもたちだけでなく、

そこに関わる大人も共に育ち合う

場となるよう、地域社会に働きか

けています。 

神戸YMCA学園都市会館では、小学生を対象とした

様々なプログラムを行っています。 

YMCA学童保育クラブの子どもたちは、会館の外に出

ることなく参加することがきます。 

※プログラムによって受付が異なります 

※各プログラムは別途参加費が必要です 
 

【ウエルネスセンター学園都市プログラム】 

     ●アクアティック（水泳） 

     ●体操クラブ 

     ●キッズダンス 

     ●ジュニアラケットボール 

     ●サッカー（近隣グラウンドで実施） 
 
 

 

つながる ～CONNECT～ 
（ひとにつながり、育ちにつながる） 

「感じて、やってみて、考えて、仲

間と共に語り合うという実体験に

基づく主体的な学び」ができる遊

びや学習、運動などを共に行う仲

間や指導者、支援者との関わりの

中で全人的成長につながる場を提

供します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西神戸YMCAワイっ子クラブのポイント 

放課後の時間が充実 

YMCA施設内では、学童保育クラブの他

に水泳、体操、ダンス、ラケットボール

などのプログラムが充実しています。

施設を出ることなく、安全に参加でき

ます。プログラム参加後は、再度、学童

保育に戻ることができます。外部の習

い事に関しても同様です。 

 

POINT 

１ 警報で休校の時も受入 

警報発令時における臨時休校の場合

も、可能な限り保育を行います。 

午前 7 時の時点で神戸市に警報が

発令中の場合、9 時からお子さまを

受け入れて保育を行います。 

※登校後の警報発令における途中一

斉下校の場合も、その時間から 

受け入れをします。 

 

POINT 

２ 

地域・学校・家庭と連携 

YMCA保育園・こども園とお子さまの

育ちについて引継ぎをします。 

小学校入学後は、各学校の先生方とお

互いにお子様の様子を情報共有しま

す。また、毎日の入退館は専用のICカー

ドでチェックし、保護者に通知される

ので安心です。 

 
POINT 

３ 

○長期休みは、お弁当注文可能です。 

○おたよりや案内は、メール配信でペーパーレス 

○夏はキャンプへ行きます。 

○小学校代休日には、1 日保育を行います。 

※ キャンプや遠足は、感染症などの状況に

より中止する場合があります。 
 

保育時間 料金（月額・税込） 

●平日（学校のある期間） 

  基本保育時間  放課後～18:00 

  延長保育時間  18:00～19:00 

※お迎えが 18:00 以降になる場合は、延長保育登録をし

てください。 

 

●土曜日 

  基本保育時間  8:00～18:00 

  延長保育時間  18:00～19:00 

 

●長期休み（春・夏・冬）期間 

  基本保育時間  8:00～18:00 

  延長保育時間  18:00～19:00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本保育料  8,800 円 

 

●延長保育料  1,100 円 

 延長保育軽食代  2,200 円 

 

●施設運営協力費  4,400 円 

 施設維持管理費（水光熱費含） 

 入退館システム維持費、警報時対応費 

 

●長期休暇特別徴収金 

長期休み（夏）  11,000 円 

 長期休み（冬）   2,200 円 

 長期休み（春）   4,400 円 

 

※ 長期休み期間に一日でも参加される場合、

基本保育料とは別に必要となる費用です。 

※ 日割り計算はありません。 

 

●その他の費用 

入退館用 IC カード 1,100 円 

（入会時購入。学童保育クラブで保管し

ます。） 

※ 上記に定める費用のほか、特別に費用

が発生した場合、その都度徴収させて

いただきます。（キャンプ費用、代休遠

足交通費など） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動フロア 

    

○目的に合わせて部屋を設定します。 

 ・学年の異なる子どもたちは、毎日 YMCA

に帰ってくる時間も違います。また、

個々に生活するスピードも違いますの

で、目的ごとに部屋を設定し、より集中

できる環境を整えています。 

 

○異年齢の交わりがたくさんあります。 

 ・低学年対象の学童保育クラブも同じフロ

アで活動しています。勉強や遊びなど、

自分より年下の子たちと関わる経験が

生まれます。 

1 日の主な流れ 

 

 

 

 

 

放課後 

16:00 

17:00 

18:00 

19:00 

・登所（入館のお知らせ） 
 

・延長保育開始（登録者のみ） 
 ※軽食あり 

 

・終わりの会 

・掃除 

 

・おやつ 
・自由あそび（保育室／公園） 
・宿題（自ら行う） 
・習い事（自ら出発） 

・保育終了（閉館） 

 

 

 

 

○年間で季節に合わせた行事をします。 
 

●習い事は、お子様ご自身で時間や曜日を確認して出発していただきます。また、学童保育クラブのように決められた

「宿題の時間」はありません。習い事と宿題について、サポートが必要な場合はご相談ください。 

●延長保育のお申し込みがない方は 18：00 以降ワイっ子の部屋で過ごすことが出来ません。帰宅方法・待ち合わせの 

場所はお子様と事前にご相談ください。 

ボール遊び・クラフト遊び・ごっこ遊び・伝承遊び・おやつ作りなど、様々な活動を通して同学年だけで

なく、異年齢の子どもたちと関わり合いながら放課後の時間を過ごします。宿題や勉強も生活の中で行い、

子どもたち同士がお互いに良い影響を与え合いながら、共に育つことを大切に考えています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用期間 

●毎年 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までとし、継続

も可能です。（ただし、保育事由が必要です） 

●休会は、年度内で最大 2 か月までとなります。 

 休会を希望される場合、前月 10 日までにご連

絡ください。 

休み 

●日曜日・祝日 

●年末年始（12/29～1/3） 

●その他 

（キャンプ等、事前にお知らせします。） 

ご注意 

●以下に該当する場合は、ワイっ子クラブへの登所

をお断りしています。 

① 病気にかかっている時、体調の優れない時 

② 気象警報発令時で、登所いただくことに安全が 

確保されない場合（気象状況の極端な悪化等） 

③ 小学校で学級閉鎖となった時 

※ インフルエンザ等の感染症でお休みされる場合

は、ご連絡をお願いします。 

※ 連絡なく欠席された場合、YMCA から確認の 

連絡はいたしません。退館、お迎えの時間につ 

いてもお子様と確認をお願いいたします。 

 

●以下に該当する場合には、退会していただく場合

があります。 

① ワイっ子クラブの規則が守れない場合 

② 保育事由の変更等により、保育の必要がなくな

った場合 

③ ワイっ子クラブの運営に支障をきたす場合 

 

学級閉鎖時の対応 

警報発令時の対応 

義務と責任 

対象 

●新 4 年生～新 6 年生 （2026 年 4 月 1 日現在） 

 

定員 

●40 名程度（4 年生～6 年生） 

※ 学年により人数が異なります。 
 

●警報発令時における臨時休校の場合も可能な限り
保育を行います。 

※交通機関の不通などで職員の体制が整わず、安全な保育

の提供が出来ないと判断した場合は閉所する可能性があ

ります。ご了承ください。 

●警報発令時の保育は、9:00～18:00（延長保育に登
録されている場合は 19:00 まで）です。 

 
 
 

 
・ 学校代休日と同様に保育を行います。 
・ ランドセル（授業の用意）、お弁当・水筒を持っ

て来てください。 
・ お子様の送迎は、保護者の責任において行って

ください。 
・ 欠席される場合は、メールでお知らせください。 
 

 
 

・ YMCA から学校に登校します。（放課後は通常通
り保育を行います。） 

 
 
 

 
・ ワイっ子クラブで 18:00（延長保育登録者は

19:00）まで保育を行います。 
 
 

 
・ 原則として、帰宅せずにワイっ子クラブへ登所

します。 
・ 直接ご自宅へ帰宅される場合は、学校とワイっ

子クラブの両方に連絡をしてください。 

 午前 7 時の時点で、神戸市に警報が発令されている
場合（小学校は自宅待機の場合） 
 

 → 午前 10 時までに警報が解除された場合 
 

 → 午前 10 時までに警報が解除されなかった場合 
※小学校の基準に準じて対応 

 

 登校後、警報発令により臨時下校となった場合 
 

●保護者は、小学校（もしくは自宅）からYMCAへの

往復途上に起こったお子さまの事故について、全責

任を負うものとします。また、YMCA外での自由行

動中（習い事など）に起こった事故についても同様

とします。 

●YMCAは通常、保護者が家庭で行う程度の安全管理

を行うものとし、万一事故が生じた際には適切な処

置をとり、保護者に連絡するものとします。 

●学級閉鎖（学年閉鎖・学校閉鎖も同様）の場合、学

童保育クラブに登所することはできません。 

●登校後に学級閉鎖が決定し、緊急で下校することに

なった場合、学級閉鎖ではない子どもたちへの感染

拡大を防ぐ観点から基本的には学童保育クラブに

登所することはできません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q. 夏休みだけ参加することはできますか？ 

A. できません。 

年間を通して生活の中で起こる様々な出来事を仲間やリーダーと共有することで、子どもたち

同士の関係性を育み、自らの居場所を創造することに繋がると考えています。 

 

 

Q. 長期休み中にお弁当注文ができますか？ 

A. 長期休み中は、事前にフォームでお弁当注文を承ります。 

キャンセルされる場合は、お早めにお知らせください。キャンセルが間に合わないことがありま

すので、予めご了承ください。 

 

 

Q. 持って行った水筒のお茶がなくなった場合はどうすれば良いでしょうか？ 

A. 活動中にお茶がなくなった場合は、随時、お子様の水筒にＹＭＣＡで補充をします。 

 

 

Q. 学校で配布されるタブレット端末を持っていくことはできますか？ 

A. はい可能です。YMCA の Wi-Fi に接続して宿題に取り組むことも可能です。事前に同意書の提

出をお願いします。 

   

 

Q. お迎えの場合は、どちらへ行けばいいですか？ 

A. 3 階保育フロアにお越しいただいて、靴を脱いで、一番奥のお部屋までおこしください。 

 

 

Q. 連絡はどのようにすればいいですか？ 

A. 14:30 まではワイっ子メール gakudou456@kobeymca.org 、14:30 以降はワイっ子直通電話

（078-793-7458）にご連絡ください。 

お申込～入会までの流れ 

面接予約→面接 
受付 

ワイっ子クラブに新規入会

をご希望の方には、面接を

させて頂きます。 

 

フォームで面接を予約 

 

※学童保育クラブに所属して 

いる方は、メールでご案内 

します。 

※面接日には保護者の方のみで 

お越しください 

 

入会手続書類お渡し 
 

入会に関しては、 

保育事由、ご家族の状況、お

友達などのほか、本会運営

事由等により、入会につい

て確認を行ったうえで、入

会決定をし、手続き書類を

お渡しいたします。 
 

開講ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
（入会者のみ） 

2026 年 4 月 1 日に、全員で

オリエンテーションを実施

します。 

 

詳細は入会決定時にご案内

させていただきます。 

 
 

よくある質問について 

mailto:gakudou456@kobeymca.org


 

Q. 欠席の連絡は必要ですか？ 

A.  基本的に出席される曜日を事前に確認させていただきます。当日、欠席になる場合の連絡は不

要です。（YMCA から確認の連絡はいたしません。） 

 

 

Q. 習い事変更の場合、ワイっ子への連絡は必要ですか？ 

A. 習い事の時間や変更は、各ご家庭でお子様と確認してください。ワイっ子への連絡は不要です。

習い事にはお子様ご自身で時間や曜日を確認して、出発していただきます。基本的にリーダー

から声掛けはいたしません。（サポートが必要な場合は、ご相談ください。） 

 

 

q. 気象警報発令時はどのような対応になりますか？ 

A. 神戸市に気象警報が発令された場合、可能な限り保育を行います。その場合 9 時からの受け入

れとなり、朝の延長保育はありません。昼食についてはお弁当を持参ください。警報時のお弁当

注文はありません。 

 

 

Q. 代休の日はどのような対応になりますか？ 

A. 朝 8 時～18 時（延長保育利用の場合は 19 時）の保育となります。子ども達と話し合って決め

た活動場所に出かけたり、保育室でクッキングをしたりして過ごします。行先によっては、別途

徴収金が必要になることがあります。 

 

 

Q. 携帯電話の使用は可能ですか？ 

A. 使用不可です。 

ご家庭との連絡用に持参されるのは結構ですが、ワイっ子クラブ内での使用は出来ません。ま

た、YMCA では管理しませんので、ご自分で責任をもって管理するようにしてください。 

活動中に使用が必要な場合は、リーダーにご相談ください。その場合は、必要に応じてワイっ子

ルーム以外でご使用いただくようにいたします。 

活動中のご連絡は、ワイっ子ルーム直通電話（078-793-7458）までお願いをいたします。 

 

Q. 荷物を置いて置く場所はありますか？ 

A. はい。ワイっ子の部屋の前と学童のロッカーと同じ場所にワイっ子の荷物を置いておくロッ

カーがあります。（習い事等の荷物を置くのにご利用ください） 

 

Q. 2025 年度 11 月現在ワイっ子利用者は何名ですか？  

A. 11 月の時点でワイっ子所属人数は 37 名です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


